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単
棟
型
の
改
正
案
は
、

３
月
１
７
日
の
「
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
の
新
制
度
の

施
行
に
関
す
る
検
討
会
」

の
最
終
会
合
で
提
示
さ

れ
た
案
と
お
お
む
ね
内

容
は
同
じ
。
た
だ
長
期
修

繕
計
画
に
つ
い
て
提
示

案
に
は
な
か
っ
た
変
更

を
盛
り
込
ん
だ
（
上
表
参

照
）
。 

提
示
案
か
ら
の
主
な

修
正
箇
所
は
、
検
討
会
で

の
委
員
の
意
見
を
踏
ま

え
、
定
義
（
第
２
条
）
関

係
の
コ
メ
ン
ト
で
電
磁

的
方
法
の
具
体
例
と
し

て
挙
げ
た
「
フ
ロ
ッ
ピ
ー

デ
ィ
ス
ク
」
を
削
除
す
る

な
ど
の
変
更
を
行
っ
た
。 

最
終
会
合
の
案
に
は

な
か
っ
た
部
分
で
は
、
管

理
組
合
の
業
務
（
第
３
２

条
）
関
係
の
コ
メ
ン
ト
で

「
２
５
年
程
度
以
上
」
と

し
て
い
た
長
期
修
繕
計

画
の
計
画
期
間
を
「
３
０

年
以
上
で
、
か
つ
大
規
模

修
繕
工
事
が
２
回
含
ま

れ
る
期
間
以
上
」
と
変

更
し
た
。 

「
お
お
む
ね
５
年

程
度
ご
と
」
と
し
た
長

計
の
定
期
的
な
見
直

し
期
間
は
削
除
し
た
。

他
に
修
繕
に
有
用
な

書
類
と
し
て
「
給
・
排

水
設
備
図
や
電
気
設

備
図
」
を
追
加
し
た
。 

同
室
に
よ
れ
ば
、
長

計
の
計
画
期
間
は
、
改

正
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

適
正
化
法
で
創
設
が

想
定
さ
れ
て
い
る
管

理
計
画
認
定
制
度
の

認
定
基
準
案
で
示
し

た
内
容
を
反
映
し
た
。 

見
直
し
に
つ
い
て

は
同
基
準
案
で
７
年

以
内
と
し
て
い
る
が

「
７
年
ご
と
に
見
直

し
の
検
討
だ
け
を
す

れ
ば
い
い
と
誤
読
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
」

と
し
て
改
正
案
に
は

記
載
し
な
か
っ
た
。

給
・
排
水
設
備
図
な
ど

は
「
省
内
で
検
討
し
た

結
果
と
し
て
入
れ
た
」

と
説
明
し
て
い
る
。 

団
地
型
と
複
合
用

途
型
は
、
検
討
会
に
改

「  

年
以
上
」に
変
更 

管理協 

 

計
画 

期
間 

書
面
電
子
化
・ 

Ｉ
Ｔ
重
説
等 

正
案
は
提
示
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。
団
地
型
に

つ
い
て
は
、
改
正
マ
ン

シ
ョ
ン
建
替
え
円
滑
化

法
で
創
設
さ
れ
た
敷
地

分
割
制
度
に
つ
い
て

「
必
要
な
規
定
を
整
備

す
る
だ
け
な
の
で
検
討

会
に
か
け
る
必
要
が
な

い
の
で
は
、
と
い
う
省

内
の
判
断
」（
同
室
）と
、

議
論
を
省
い
た
理
由
を

説
明
し
て
い
る
。 

複
合
用
途
型
・
団
地

型
共
に
「
単
棟
型
と
内

容
自
体
は
一
緒
の
規
定

が
入
っ
て
く
る
」
と
解

説
し
た
。（
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
新
聞
１
１
６
９

号
） 

国
土
交
通
省
は
４
月
１
４
日
、
マ
ン
シ
ョ
ン
標
準
管
理
規
約
の
改
正
案
を
公
表
し
、
意
見
公
募
（
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
）
を
行
っ
た
。
単
棟
型
の
ほ
か
、
団
地
型
と
複
合
用
途
型
も
単
棟
型
と
同
様
の
改
正
を
行
う
と
し

て
い
る
。
団
地
型
に
つ
い
て
は
、
改
正
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
え
円
滑
化
法
で
新
た
に
創
設
さ
れ
た
団
地
の
敷
地
分

割
制
度
に
係
る
部
分
の
改
正
案
が
今
回
初
め
て
公
表
さ
れ
た
。
国
交
省
マ
ン
シ
ョ
ン
政
策
室
に
よ
れ
ば
、
改
正

し
た
標
準
管
理
規
約
の
公
表
は
早
け
れ
ば
６
月
ご
ろ
を
想
定
し
て
い
る
。 

国交省 

電
子
署
名
は
必
要
な
し 

「
Ｑ
＆
Ａ
」
作
成 

長
期
修
繕 

計

画 

認
定
基
準
案
を
反
映 

標準管理規約改正案公表 長期修繕計画に関する変更点 
管理組合の業務(32 条)における「長期修繕計画の作成または変更に関する
業務および長期修繕計画書の管理」について、コメントを以下の通り変更 

現行→計画期間が 25 年程度以上であること。なお、新築時においては、計
画期間を 30 年程度にすると、修繕のために必要な工事をほぼ網羅で
きることとなる(32 条関係②―１) 

改正案→計画期間が 30 年以上で、かつ大規模修繕工事が 2 回以上含まれる
期間以上とすること(同) 

現行→また、長期修繕計画の内容については定期的な(おおむね５年程度ご
とに)見直しをすることが必要である(32 条関係②―３) 

改正案→現行の(おおむね５年程度ごとに)を削除 

一
般
社
団
法
人
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
業
協

会
（
管
理
協
）
は
３
月

２
６
日
、
改
正
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
適
正
化
法

の
一
部
施
行
で
可
能

に
な
っ
た
書
面
の
電

子

化

や

Ｉ

Ｔ 
 
 
 

重
説
等
に
関
し
会
員

か
ら
問
い
合
わ
せ
が

管理協 

多
か
っ
た
事
項
を
解

説
し
た
「
実
務
Ｑ
＆

Ａ
」
を
ま
と
め
、
公
表

し
た
。「
電
磁
的
方
法
」

に
よ
る
重
要
事
項
説

明
書
等
に
「
電
子
署
名

は
法
的
要
件
で
は
な

い
」
と
す
る
見
解
を
改

め
て
示
し
た
。 

「
Ｑ
＆
Ａ
」
で
は
①

電
磁
的
方
法
に
よ
り

交
付
す
る
際
電
子
署

名
等
は
必
要
か
②
Ｉ

Ｔ
重
説
会
を
実
施
す

る
際
区
分
所
有
者
全

員
の
承
諾
が
必
要
か

③
通
信
障
害
が
発
生

し
た
場
合
の
対
応―

の
３
点
に
つ
い
て
回

答
、
ま
た
見
解
を
示
し

た
。 ①

は
、
従
来
の
紙
に

よ
る
交
付
で
法
定
要

件
だ
っ
た
管
理
業
務

主
任
者
の
「
記
名
・
押

印
」
に
代
わ
る
措
置
と

し
て
の
電
子
署
名
等

は
「
法
的
要
件
で
は
な

い
」
と
言
及
。 

２
面
に
つ
づ
く 

３０ 
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編集後記 

国
土
交
通
省
が
４

月
１
４
日
に
公
表
し

た
マ
ン
シ
ョ
ン
標
準

管
理
規
約
改
正
案
。
団

地
型
標
準
規
約
改
正

案
の
概
要
を
左
表
に

示
し
た
。 

「
単
棟
型
」
と
同

様
の
改
正
を
行
う

ほ
か
、
改
正
マ
ン
シ

ョ
ン
建
替
え
円
滑

化
法
で
認
め
ら
れ

た
敷
地
分
割
事
業

に
関
す
る
規
定
を

盛
り
込
ん
だ
。
土
地
等

の
分
割
請
求
や
単
独

処
分
の
禁
止
を
定
め

た
第
１
１
条
コ
メ
ン

ト
で
は
、
敷
地
分
割
決

議
に
基
づ
く
敷
地
分

割
は
禁
止
さ
れ
な
い

旨
を
確
認
的
に
記
載

し
て
い
る
。 

団
地
修
繕
積
立
金

（
第
２
８
条
）
で
は
、

合
意
形
成
に
必
要
な

調
査
や
計
画
等
の
経

費
に
充
当
で
き
る
事

業
に
敷
地
分
割
事
業

を
追
加
。
コ
メ
ン
ト
で

は
事
業
の
プ
ロ
セ
ス

の
参
考
と
し
て
「
団
地

型
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生

の
た
め
の
敷
地
分
割

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
記

載
し
た
。 

国
交
省
マ
ン
シ
ョ

ン
政
策
室
に
よ
れ
ば
、

同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は

秋
ご
ろ
を
め
ど
に
策

定
を
予
定
し
て
お
り
、

手
続
き
関
係
や
留
意

事
項
な
ど
を
定
め
る
。

ま
た
要
除
却
認
定
の

適
用
対
象
拡
大
に
伴

い
「
耐
震
性
不
足
の
マ

ン
シ
ョ
ン
に
係
る
マ

ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
改

定
も
行
う
予
定
。 

他
で
は
団
地
総
会

の
招
集
手
続
き
を
定

め
た
第
４
５
条
で
目

的
が
敷
地
分
割
決
議

の
場
合
の
通
知
事
項

な
ど
を
追
加
。
会
議
お

よ
び
議
事
の
第
４
９

条
８
項
で
５
分
の
４

以
上
の
決
議
要
件
も

新
設
し
た
。 

第
５
０
条
の
議
決

事
項
に
敷
地
分
割
を

加
え
る
な
ど
の
改
正

が
施
さ
れ
て
い
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

新
聞
１
１
６
９
号
） 

１
面
の
つ
づ
き 

回
答
で
は
「
必
ず
し

も
必
要
な
い
」
と
し
た

上
で
管
理
協
が
作
成
し

た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
提

示
し
た
「
一
定
の
技
術

的
基
準
へ
の
適
合
」
に

加
え
、
電
子
押
印
・
電

子
サ
イ
ン
・
タ
イ
ム
ス

タ
ン
プ
等
の
「
電
子
署

名
」
を
施
す
こ
と
は
「
有

効
な
手
段
」
だ
と
し
、

各
社
に
よ
る
判
断
を
促

し
た
。 

②
で
は
、
完
全
オ
ン

ラ
イ
ン
の
場
合
「
区
分

所
有
者
へ
の
意
向
確

認
・
承
諾
書
の
取
得
ま

で
は
要
件
と
な
っ
て
い

な
い
」
と
す
る
見
解
を

示
し
た
。 

理
事
会
や
管
理
者
等

の
意
向
を
確
認
し
、
確

認
的
に
書
面
等
で
承
諾

を
得
れ
ば
開
催
要
件
は

満
た
す
、
と
い
う
わ
け

だ
。 ③

は
一
部
の
オ
ン

ラ
イ
ン
参
加
者
に
つ

い
て
、
通
信
障
害
等

の
発
生
で
双
方
向
の

や
り
と
り
が
不
可
能

と
な
っ
た
場
合
に
重

説
会
を
中
止
す
る
必

要
が
あ
る
か
、
と
す

る
疑
問
に
答
え
た
。

「
必
ず
し
も
中
止
す

る
必
要
は
な
い
が
、

状
況
に
応
じ
て
組
合

と
協
議
の
上
判
断
す

る
こ
と
が
望
ま
し

い
」
と
応
じ
て
い
る
。 

回
答
で
は
「
大
半

の
方
」
に
通
信
障
害

が
発
生
し
た
場
合
は

「
管
理
組
合
と
協
議

し
改
め
て
重
説
会
を

開
催
す
る
こ
と
が
望

ま
れ
る
」
と
し
た
が
、

「
一
部
」
の
場
合
は

他
の
オ
ン
ラ
イ
ン
参

加
者
と
の
通
信
状
態

を
確
認
。
主
催
者
側
に

起
因
す
る
問
題
で
は
な

い
こ
と
を
確
認
し
た
上

で
管
理
組
合
と
協
議

し
、
重
説
会
を
継
続
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
、

と
し
て
い
る
。 

通
信
障
害
等
へ
の
対

応
に
関
す
る
承
諾
書
の

記
載
例
も
示
し
た
。 

◇ 

「
Ｑ
＆
Ａ
」
は
管
理

協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ト
ッ

プ
に
表
示
さ
れ
る
「
令

和
３
年
３
月
１
日
施
行

開
始 

マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
適
正
化
法
一
部
改
正

に
つ
い
て
（
第
７
２
・

７
３
・
７
７
条
関
連 

Ｉ
Ｔ
重
説
等
・
電
磁
的

交
付
）」
を
ク
リ
ッ
ク
す

る
と
移
動
す
る
イ
ン
フ

ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
最
下

段
に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い

る
。（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

新
聞
１
１
６
７
号
） 

Ｉ

Ｔ 
 
 
 

重
説
会 

全
員
の
意
向
確
認
「不
要
」 

秋
に
も
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
へ 

「
敷
地
分
割
」
で
規
定
整
備 
団
地
型
標
準 

管

理

規

約 

「団地型」改正案の概要 
１ 敷地分割事業と分割請求禁止規定との関係性 

マンション標準管理規約（団地型）第 11 条に相当する規定が
あった場合であっても、改正法による改正後の円滑化法第１１５
条の４第１項に基づく敷地分割決議による敷地分割は禁止され
るものではないことを記載（第 11 条関係コメント） 

２ 団地修繕積立金および各棟修繕積立金 

団地修繕積立金および各棟修繕積立金の使途として「敷地分割
に係る合意形成に必要となる事項の調査」を記載（第 28 条およ
び同条関係コメント（団地修繕積立金）・第 29 条および同条関係
コメント（各棟修繕積立金）） 

３ 招集手続き 

敷地分割決議を行うための団地総会の招集手続きを記載（第 45
条および同条関係コメント） 

４ 団地総会の会議および議事 

敷地分割決議の決議要件を記載（第 49 条および同条関係コメ
ント） 

５ 議決事項 

団地総会の議決事項として管理計画の認定の申請、除却の必要
性に係る認定の申請および敷地分割決議を記載（第 50 条） 


